
 売上（収入）金額 交付上限 

個 人 

1,000 万円未満 50,000円 

1,000 万円以上～1億円未満 150,000円 

1 億円以上 250,000円 

法 人 

1,000 万円未満 100,000円 

1,000 万円以上～1億円未満 300,000円 

1 億円以上 500,000円 

 

原油価格・物価高騰等に対する事業者等支援について 

 

１．中小事業者物価高騰等緊急支援金 

一定の要件を満たす市内中小事業者に対し、令和３年にかかった水道光熱費、燃料

費を積算根拠とした支援金を支給し、経営の下支えを行う 

・受付期間：令和４年９月１日から 12 月 23 日(消印有効)まで  

・支援金額：令和３年にかかった支援金算定経費（水道光熱費、燃料費）の 30％ 

       （千円未満切り捨て、売上金額の規模により上限額あり） 

・上限額： 

 

 

 

 

 

 

 

・申請件数：1,818 件 

・交付決定件数：1,764 件（取下げ 44 件、不交付 10 件） 

・交付決定額：372,603 千円 

   

２．商店街装飾灯電気料補助金の補助率引き上げ 

電気料高騰の影響が商店街組織の負担となっている状況を踏まえ、通常の補助率

(LED 灯は 90％、それ以外は 70％)を引き上げ、100％補助とする 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 6 日 
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